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○ 認定住宅新築等特別税額控除 
 

（事例１）平成 26年４月１日以後に新築等をした認定住宅を居住の用に供して認定住宅新築等特別税

額控除の適用を受ける場合 

 

【記載例１－１】認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、８％の税率

により課されるべき消費税額等である場合 

 

 

 次の算式により計算する（措法 41の 19の４①②）。 
 

                 

× 10％  ･･････→〔100円未満の端数切捨て〕 

 

 

 

 

 

居住開始年月日                平成 26年 10月 25日 

 認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額  39,000,000円 

 総床面積／うち居住用             150㎡／150㎡ 

 課税総所得金額に対する税額            400,000円 

 ※ 共有者なし 

 

   → 「認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書（平成 26 年４月１日以後居住用）」を使用す

る。 

設 例 

控除額 

認定住宅の認定基準に適合  
するために必要となる標準  
的なかかり増し費用の額 
   

 
 
 
 
 
 

（最高 650万円） 
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